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不動産鑑定士論文式試験 
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［問題１］（50点） 

次の設問(1)及び(2)のそれぞれについて答えなさい。 

(1) Ａは，自己の所有する土地上に，建物を所有しており（以下，「本件土地建物甲」という。），い

ずれもＡ名義での所有権の登記がなされている。 

Ａは，本件土地建物甲の近隣に，ゴミ処分場ができるとの噂を耳にしたため，早期にその売却を

したいと考えていたところ，友人のＢが，その購入を申し入れてきた。Ａは，Ｂからの購入申出が

あったことから，近隣にゴミ処分場建設の噂があることを率直に話した。両者の交渉の結果，本件

土地建物甲の時価は約 4,500万円であるが，ゴミ処分場の建設予定があることを踏まえて，売買価

格は 3,800万円とする旨の売買契約とする旨の売買契約が，ＡＢ間で成立した。その後，Ｂは，売

買代金をＡに対して支払うのと引き換えに，Ａから，本件土地建物甲の引渡しを受け，その所有権

移転登記を経由した。 

 ところが，ゴミ処分場ができるとの噂は，実は誤りであることが，後になって判明した。もっと

も，ＡＢ間の売買契約当時も，地元の市役所に電話等で問い合わせることによって，その噂が誤り

であることを極めて容易に確認することができた。 

 Ａとしては，700万円近くも損をしているため，Ｂとの売買契約はなかったことにしたいと考え

ている。この場合に，Ａは，本件土地建物甲の所有権は，自分に帰属すると主張することができる

であろうか，論じなさい。 

(2) Ｃは，自己の所有する土地上に，建物を所有しており（以下，「本件土地建物乙」という。），い

ずれもＣ名義での所有権の登記がなされている。 

 Ｃと内縁関係にあったＤは，Ｃの実印等を冒用して，本件土地建物乙の所有権の登記をＣからＤ

に移転してしまった。その約１ヵ月後，Ｃは，そのことに気づいた。しかし，司法書士にお願いし

てＣ名義に戻すにも結構な費用がかかること，Ｄとの関係を壊したくないことから，本件土地建物

乙の所有権の登記をＣ名義に回復することなく，Ｃは，そのまま放置してしまった。 

 その約３年後，Ｄが，Ｅから 3,000万円の融資を受ける際，その担保を求められたため，ＤはＥ

との間で，本件土地建物乙について，Ｅのために抵当権を設定する旨の契約を締結し，その旨の登

記がなされた。なお，Ｅは，上記抵当権設定契約締結当時，本件土地建物乙の真の所有者がＣであ

ることについて，知らなかったし，知らないことにつき過失もなかった。 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/kanteishi/shiken02.html
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 その後，Ｄは，Ｅに対する上記金銭債務について，弁済期に履行することができなかった。その

ため，Ｅは，本件土地建物乙の抵当権を実行し，競売の結果，以上の事情について一切知らないＦ

が，その買受人になった。そして，Ｆは，裁判所に代金を納付した。 

 この場合に，本件土地建物乙の所有権は，誰に帰属するであろうか，論じなさい。 

 

（参考）民法（抜粋） 

（虚偽表示） 

第 94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は，無効とする。 

２ 前項の規定による意思表示の無効は，善意の第三者に対抗することができない。 

第 95 条 意思表示は，次に掲げる錯誤に基づくものであって，その錯誤が法律行為の目的及び取引

上の社会通念に照らして重要なものであるときは，取り消すことができる。 

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 

２ 前項第二号の規定による意思表示の取消しは，その事情が法律行為の基礎とされていることが表

示されていたときに限り，することができる。 

３ 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には，次に掲げる場合を除き，第一項の規定

による意思表示の取消しをすることができない。 

一 相手方が表意者に錯誤があることを知り，又は重大な過失によって知らなかったとき。 

二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。 

４ 第一項の規定による意思表示の取消しは，善意でかつ過失がない第三者に対抗することができな

い。 

（取消権者） 

第 120 条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は，制限行為能力者(他の制限行為能

力者の法定代理人としてした行為にあっては，当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人，

承継人若しくは同意をすることができる者に限り，取り消すことができる。 

２ 錯誤，詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は，瑕疵ある意思表示をした者又はその

代理人若しくは承継人に限り，取り消すことができる。 

（取消しの効果） 

第 121条 取り消された行為は，初めから無効であったものとみなす。 

（不動産に関する物権の変動対抗要件） 

第 177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は，不動産登記法 （平成 16年法律第 123号）その他

の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ，第三者に対抗することができな

い。 
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【解答例】 

一．小問(1)について 

1. Ａが所有する本件土地建物甲について，ＡＢ間で売買契約が成立している（以下，「本件売買

契約」という。）。そして，Ｂは，代金の支払と引き換えに，Ａから本件土地建物甲の引渡しを

受け，その所有権移転登記を経由している。従って，本件土地建物甲の所有権は，本件売買契約

によってＡからＢに移転しているため，Ａは自分に帰属していると主張することができないのが

原則である。 

2. しかし，Ａは，本件土地建物甲の近隣にゴミ処分場の建設予定があると誤信して，時価より

700万円近くも安い価格で，本件売買契約を締結している。そこで，Ａが，「表意者が法律行為

の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(95条１項２号）」があるとして，錯

誤を理由に，本件売買契約を取り消すことができるかが問題となる。 

   まず，本件土地建物甲の近隣にゴミ処分場の建設予定があるとの錯誤がなければ，Ａはもちろ

ん一般人も本件土地建物甲を時価より 700 万円近くも安い価格で売却しなかったと認められる

から，この錯誤は，法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであると認めら

れる(95 条１項柱書)。又，本件売買契約の交渉の際，ＡはＢに対して，近隣にゴミ処分場建設

の噂があることを率直に話すとともに，本件土地建物甲の時価は約 4,500万円であるが，ゴミ処

分場の建設予定があることを踏まえて，売買価格を 3,800万円とすることに合意したというのだ

から，近隣にゴミ処分場の建設予定があるとの事情が法律行為の基礎とされていることが表示さ

れていたと認められる(95条２項)。 

   ところで，本件売買契約の当時も，地元の市役所に電話等で問い合わせることによって，ゴミ

処分場ができるとの噂が誤りであることを極めて容易に確認することができたという。そうであ

るならば，錯誤は表意者Ａの重大な過失によるものであったといえるから，Ａは，原則として，

錯誤を理由とする取消しをすることはできない。しかし，本問では，相手方ＢもＡと同一の錯誤

に陥っていたと認められるから，取消しは，例外的に，制限されない(95条３項２号)。 

   そうすると，錯誤による意思表示をしたＡは，錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことがで

きる(120条２項)。そして，Ａが錯誤を理由に，本件売買契約を取り消すと，本件売買契約は遡

及的に無効となるから(121条)，本件土地建物甲の所有権は，Ｂに移転しなかったことになる。 

3. よって，Ａは，錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができ，取り消した場合には，本件

土地建物甲の所有権は，自分に帰属すると主張することができる。 

二．小問(2)について 

1. Ｃと内縁関係にあったＤが，Ｃの実印等を冒用して，本件土地建物乙の所有権の登記をＣから

Ｄに移転している。しかし，ＣＤ間には，本件土地建物乙の所有権が移転する原因が存しないか

ら，本件土地建物乙の所有権は，Ｃに帰属しており，Ｄには移転していない。 

   従って，Ｄには，本件土地建物乙についての処分権限が認められないから，ＤＥ間で，本件土

地建物乙について，Ｅのために抵当権を設定する旨の契約を締結し，その旨の登記がなされてい



この解答・解説の著作権はＴＡＣ（株）のものであり，無断転載・転用を禁じます 

るが，Ｅは本件土地建物乙について抵当権を取得することはできない。そして，我が民法は登記

に公信力を認めていないから，Ｅは，本件土地建物乙の真の所有者がＣであることについて知ら

なかったし，知らないことにつき過失もなかったということであり，本件土地建物乙のＤ名義の

所有権の登記を信頼して，Ｄから抵当権の設定を受けたといえるが，抵当権を取得できないのが

原則である。 

2. しかし，本問の場合，本件土地建物乙の真の所有者であるＣには，所有権の登記がＣからＤに

移転していることに気づきながら，約３年の間，Ｃ名義に回復することなく，そのまま放置して

いたという点で帰責性が認められる。そこで，このような場合においても，Ｅは保護されないの

かが問題となる。 

 確かに，94 条２項は，通謀による虚偽表示に関する規定であり，ＣＤ間に通謀及び意思表示

の存しない本問に適用することはできない。 

   しかし，権利者に虚偽の登記作出についての帰責性がある場合でも常に登記への信頼が保護さ

れないとすることは，取引の安全を害し妥当でない。又，そもそも 94 条２項の趣旨は，①虚偽

の外観が存在する場合に，②その外観作出につき帰責性のある者に対して，③その外観を信頼し

た者との関係で外観通りの責任を負わせて，第三者の信頼，すなわち取引の安全を保護する点に

ある（外観法理）。 

   そうすると，虚偽の外観が存在し，その外観作出につき真の所有者に帰責性が認められ，第三

者がその外観を信頼して取引している場合には，94 条２項の類推適用による第三者の保護を認

めるべきである。 

3. 94 条２項が類推適用される場合，まず，「第三者」とは，当事者及びその包括承継人以外の

者であって，虚偽の外観につき新たに法律上の利害関係に入ったものをいうと解する。 

   次に，「第三者」が保護されるためには，善意のほかに無過失まで要求されるかが問題となる

が，肯定すべきである。なぜなら，94 条２項の類推適用が問題となる場合は，本人の帰責性は

必ずしも大きいといえないから，その点で第三者保護の要件を厳格化し，無過失まで要求される

と解するのが，本人と第三者との利益衡量上妥当だからである。 

   さらに，登記の要否も問題となるが，本人と第三者とはそもそも対抗関係に立たないので，177

条における対抗問題としての登記は不要である。又，善意・無過失の第三者は，帰責性のある本

人との利益衡量上，保護に値するから，保護要件としての登記も不要と解する。 

  そうすると，本問の場合，Ｅは，当事者及び包括承継人以外の者であって，本件土地建物乙に

ついて，Ｄ名義となっている虚偽の所有権登記に基づいて，Ｄから抵当権の設定を受けているか

ら，「第三者」にあたる。そして，Ｅは，善意・無過失だから，94 条２項の類推適用によって

保護され，本件土地建物乙について，抵当権を取得できる。 

4. その後，Ｄは，その抵当権の被担保債務について，弁済期に履行をすることができなかったと

いうのだから，Ｅによる本件土地建物乙の抵当権の実行は，有効である，そして，この抵当権の

実行による競売の結果，Ｆが買受人になり，裁判所に代金を納付しているから，本件土地建物乙
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の所有権は，Ｆに帰属する。 
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Ⅰ 合格ライン 

 合格ラインは７割程度と予想される。 

 

Ⅱ 答練との対応関係 

直前答練第２回 問題１(1) 

直前答練第１回 問題１(2) 
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【解答への道】 

1. 小問(1)について 

  本件土地建物甲はＡが所有していたが，ＡＢ間で本件売買契約が成立しており，所有権がＡに留

保されるべき事情もないので，その所有権はＢに移転している。従って，Ａは，本件土地建物甲の

所有権が，自己に帰属すると主張することはできない。しかし，本件土地建物の所有権移転の原因

が本件売買契約にあるから，Ａが本件売買契約をなかったことにできれば，その所有権を回復する

ことができる。 

ところで，Ａは，本件土地建物甲の近隣にゴミ処分場建設の予定があると誤信して本件売買契約

を締結しているから，表意者であるＡに「法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反

する錯誤（95 条１項２号）」が認められる。そこで，Ａが，95 条１項２号の錯誤を理由に，本件

売買契約を取り消せるかが問題となる。 

95 条１項２号の錯誤による取消しが認められるためには，原則として，①この錯誤が，法律行

為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとこと，②その事情が法律行為の基礎

とされていることが表示されていたこと，③錯誤が表意者の重大な過失によるものでないことが必

要である。しかし，要件③を満たさない場合であっても，(ｱ)相手方が表意者に錯誤があることを

知り，又は重大な過失によって知らなかったとき，あるいは，(ｲ)相手方が表意者と同一の錯誤に

陥っていたときは，取消しが可能である。そこで，これらの要件を満たしているか，問題文で与え

られた具体的事実を検討しながら，あてはめていくことになる。  

  まず，要件①は，その錯誤がなければ表意者及び通常人が意思表示をしなかったであろうと認

められるか否か，という基準で判断されるから，本件売買契約において，「本件土地建物の時価

は約 4,500 万円」であるのに，「売買価格は 3,800 万円」とされたとの事実から，満たしている

と認定できる。 

  次に，要件②は，本件売買契約の際，ＡがＢに対して，「近隣にゴミ処分場建設の噂があるこ

とを率直に話し」た上で，「ゴミ処分場の建設予定があることを踏まえて売買価格」が決定され

たとの事実から，満たしていると認定できる。 

  しかし，要件③については，本件「売買契約当時も，地元の市役所に電話等で問い合わせるこ

とによって，その噂が誤りであることを極めて容易に確認することができた」という事実から，

満たしていないと認定せざるを得ない。ところが，本件売買契約においては，「両者の交渉の結

果」，「ゴミ処分場の建設予定があることを踏まえて」，売買価格が決定されており，ＡＢは共

通錯誤に陥っていたと認定できるから，(ｲ)にあたる。 

  よって，Ａは，95 条１項２号の錯誤を理由に，本件売買契約を取り消せるから，本件土地建物

甲の所有権は，自分に帰属すると主張できることになる。 

2. 小問(2)について 

 本問では，本件土地建物乙の所有権の帰属，すなわち，その所有権が，本来の所有者であるＣに
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帰属したままであるか，Ｅの抵当権の実行により買受人となったＦに帰属しているかが問われてい

る。 

ところで，買受人の地位は抵当権に基づくものであることから，Ｆが本件土地建物乙の所有権を

取得するためには，Ｅの抵当権が有効に成立していることが必要である。そこで，本問では，Ｅが

抵当権を取得しているか否かについて検討することになる。 

前提として，本件土地建物乙について，Ⅾ名義で所有権登記がなされていても，所有権取得の原

因が存しない以上，無権利者であって，処分権限を有していないということを押さえておく必要が

ある。そうすると，登記に公信力が認められない以上，Ｅが善意・無過失であっても，Ｄが設定し

た抵当権は無効であって，Ｅは抵当権を取得することができないのが原則である。 

しかし，所有者であるＣが，本件土地建物乙の登記がⅮ名義になっていることに気づきながら，

約３年間放置していたことから，Ｃには，虚偽のⅮ名義の登記作出についての帰責性が認められる。

そこで，その登記を信頼して抵当権の設定を受けたＥを保護できないか，すなわち，94 条２項の

類推適用による保護の可否が問題となる。 

類推適用を認める論証において重要なことは，当該条文を直接適用できないことを指摘した上

で，類推の基礎（ex. 立法趣旨が妥当する）があることを論じておくことである。そこで，本問に

おいても，「通謀」及び「意思表示」がないことから 94条２項の適用ができないことを指摘した上

で，虚偽の外観が存在し，その外観作出につき真の権利者に帰責性が認められ，第三者がその外観

を信頼して取引している場合には，94 条２項の立法趣旨である外観法理が妥当するから，同項の

類推適用が可能であると論じることになる。 

そして，通常であれば，類推適用の要件を検討して，それにあてはめをした上で，第三者が 94

条２項の類推適用により保護されるか否かについての結論を示すことになる。 

解答例では，この通常の流れに従った論述を展開している。しかし，本問においては，第三者Ｅ

が，「善意・無過失」であり，しかも，抵当権設定の「登記」を了しているから，類推適用の主観

的保護要件について善意説，善意・無過失説のいずれの立場を採っても，又，客観的保護要件であ

る登記について必要説，不要説のいずれの立場を採っても，Ｅが 94 条２項の類推適用により，保

護されるという結論は変わらない。そうすると，本問が事例問題であるということに鑑みるならば，

類推適用の要件論については，簡略化した論述であっても，又，場合によっては省略してもよかろ

う。 

なお，本問で問われているのは，前述したように，本件土地建物乙の所有権の帰属だから，結論

としては，Ｅが 94 条２項の類推適用によって保護されるということだけでは不十分であって，本

件土地建物乙の所有権がＦに帰属することまで論じておく必要がある。 
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［問題２］（50点） 

Ａは，自己の所有する土地の上に建物を所有し（以下「本件土地建物」という。このうち，建物の

みを「本件建物」という。），それぞれについてＡ名義で所有権の登記がなされていた。 

以上の事実を前提として，次の設問(1)及び(2)のそれぞれについて答えなさい。なお，各設問は独

立した別個の問である。また，問題文中の年月日にかかわらず，令和３年９月１日時点で施行されて

いる法令に基づき，答えなさい。 

(1) Ａは，その弟Ｂに対し，令和４年５月１日，本件土地建物を贈与とすると口頭で約束し，Ｂは，

Ａに対し，即座に「ありがとう。」と口頭でこたえた。その際，１年後の令和５年５月１日に，本

件土地建物に出入りする門と家の鍵を渡しこと，および，その所有権の登記を移転することについ

て，口頭で合意した。その後，ＡＢ間で兄弟仲が悪くなり，令和６年５月１日になっても，ＡはＢ

に対し，鍵も渡してくれなければ，登記も移転してくれない。 

そこで，Ｂは，Ａに対し，本件土地建物の所有権移転登記手続請求をした。次の①及び②のそれ

ぞれについて答えなさい。 

① この請求はどのような根拠に基づくものか，論じなさい。 

② この請求に対し，Ａは，どのような根拠に基づき，どのような反論をすることができるか，論じ

なさい。 

(2) Ａは，その弟Ｃに対し，令和４年９月１日，本件建物を，期間を定めず，賃料を月額 12 万円，

毎月１日に当月分をＡのもとへ持参して支払うことと定めて賃貸した（以下，これを「本件賃貸借

契約」という。）。 

 その 10 年後，Ａは，令和 14 年９月分からの賃料を月額 15 万円に値上げすることを要求してい

たが，Ｃはこれに応じることなく，同月分の賃料として 12万円をＡ方に持参して提供したところ，

Ａにおいてその受領を拒否したので，Ｃは同月分以降の賃料を月額 12 万円の割合で数か月分ごと

に供託してきた。 

その２年後，Ａは，Ｃに対し，令和 16 年９月 21 日付け，同月 22 日到達の書面をもって，同年

１月分から８月分までの賃料合計 96 万円（＝月額 12 万円×８月。月額 15 万円の要求を取り下げ

たことになる。）を同年９月末日までに支払うべしとする催告をした。しかし，Ｃは，この突然の

催告に当惑したためもあって，これに応じないうちに同日を過ぎてしまった。そこで，Ａは，Ｃに

対し，同年 10 月１日付け，同月２日到達の書面をもって，本件賃貸借契約を解除する旨の意思表

示をした。 

 なお，Ｃは，令和 16年１月分から４月分までの賃料合計 48万円を同年７月１日に供託しており，

同年５月分から８月分までの賃料合計 48万円も同年 11月１日に供託していた。したがって，同年

９月末日時点でみれば，同年５月分から８月分までの賃料合計 48 万円のみ延滞していたことにな

る。 

 次の①及び②のそれぞれについて答えなさい。 
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① Ａは本件賃貸借契約を解除することができるか，Ｃの反論を踏まえて，論じなさい。 

② ①の解答にかかわらず，Ａが本件賃貸借契約を解除することができるとすれば，どの時点で契約

が解除されたかについて論じなさい。 

 

（参考）民法（抜粋） 

（基本原則） 

第１条 私権は，公共の福祉に適合しなければならない。 

２ 権利の行使及び義務の履行は，信義に従い誠実に行わなければならない。 

３ 権利の濫用は，これを許さない。 

（意思表示の効力発生時期等） 

第 97条 意思表示は，その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 

２ ［省略］ 

３ ［省略］ 

（解除権の行使） 

第 540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは，その解除は，相手方に

対する意思表示によってする。 

２ 前項の意思表示は，撤回することができない。 

（催告による解除） 

第 541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において，相手方が相当の期間を定めてその履

行の催告をし，その期間内に履行がないときは，相手方は，契約の解除をすることができる。ただ

し，その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微

であるときは，この限りでない。 

（贈与） 

第 549条 贈与は，当事者の一方がある財産権を無償で相手方に与える意思を表示し，相手方が受諾

をすることによって，その効力を生ずる。 

（書面によらない贈与の解除） 

第 550条 書面によらない贈与は，各当事者が解除をすることができる。ただし，履行の終わった部

分については，この限りでない。 
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【解答例】 

一．小問(1)①について 

  本件土地建物の贈与契約が有効に成立していれば，これを根拠に，Ｂは，Ａに対し，本件土地建

物の給付を請求できるから，その給付の内容として，所有権移転登記手続を請求することができる。

そこで，本件土地建物の贈与契約の有効性が問題となる。 

  ところで，贈与契約は，当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し，相手方

が受諾することによって，その効力を生じる（549条）。そうすると，Ａは，相手方Ｂに対し，本

件土地建物を贈与すると口頭で意思を表示しており，一方，Ｂは，即座に「ありがとう」と口頭で

こたえ，贈与を受諾していると認められるから，Ａ・Ｂ間における本件土地建物の贈与契約は有効

に成立する。 

  よって，Ｂは，Ａに対し，本件土地建物の贈与契約に基づき，本件土地建物の所有権移転登記手

続を請求することができる。 

二．小問(1)②について 

  Ｂによる本件土地建物の所有権移転登記手続の請求に対して，Ａとしては，本件土地建物の贈与

契約は書面によらない贈与であるから，解除すると反論することが考えられる。 

  確かに，本件土地建物の贈与契約は，口頭でなされており，書面によらない贈与である。従って，

各当事者は，履行の終わった部分でなければ，解除をすることができる(550条)。そして，本条の

趣旨が，軽率な贈与を防止し，贈与者の意思を明確にして紛争を回避することにあることに鑑みる

ならば，「履行の終わった」というには，動産であれば引渡し，不動産であれば引渡し又は登記の

移転が必要であると解すべきである。 

  そうすると，本件土地建物の贈与契約においては，ＡはＢに対し，未だ本件土地建物に出入りす

る門と家の鍵を渡しておらず，又，登記も移転していないから，本件土地建物のいずれについても，

履行は終わっていない。 

  よって，本件土地建物の贈与契約の当事者であるＡは，この贈与契約を解除することができるか

ら，解除の意思表示をすることにより，Ｂによる本件土地建物の所有権移転登記手続の請求を拒む

ことができる。 

三．小問(2)①について 

1. Ａは，賃借人Ｃの賃料延滞という債務不履行を理由として，本件賃貸借契約の催告による解 

除（541条）を主張しているものと思われる。 

そこで，Ｃとしては，賃貸借契約のような継続的契約には，541条は適用されないと反論する 

ことが考えられる。 

この点，私は，賃貸借契約の債務不履行を理由とする解除についても，541条が適用されると 

解する。なぜなら，確かに，541条は本来売買契約などの一時的契約関係を予定したものではあ 

るが，催告を要件とすることにより債務者に最後の履行の機会を保障するというその趣旨は，継
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続的契約関係である賃貸借契約にも妥当するからである。 

 よって，Ｃの反論は認められず，Ａは，当該債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照 

らして軽微でない限り，Ｃに対して相当の期間を定めてその履行の催告をし，その期間内に履行 

がないときは，本件賃貸借契約を解除できる。 

2. 本問では，ＡがＣに対し，令和 16 年９月末日までに支払うべしとする催告をしているが，そ

の金額は，本件賃貸借契約において合意した月額賃料 12 万円に基づいているものの，この時点

において遅延している同年５月分から８月分までの賃料債権の合計である 48 万円ではなく，す

でにＣが供託し，消滅している同年 1月分から４月分までの賃料債権を含んだ 96万円である。 

そうすると，Ａの催告は，Ｃの債務より過大な金額を示してなされたものであるから，Ｃとし 

  ては，このような過大な金額を示してなされた催告は無効であると反論することが考えられる。 

確かに，Ａが催告で示した金額は過大であるが，合意した月額賃料に基づく賃料の支払請求で 

あって，本来請求すべき延滞賃料と債務の同一性が認められ，又，Ａの真意は実際の延滞賃料の

請求にあると判断できる。そうであるならば，過大な金額を示して催告した場合であっても，そ

の催告は，Ｃの実際の延滞賃料債務の範囲で有効であると解すべきである。 

   又，Ａは，同年９月 21日付け，同月 22日到達の書面をもって，延滞賃料を同月末日までに支

払うべしと催告しているので，Ｃとしては，この「９月末日まで」が「相当の期間」とはいえな

いと反論することも考えられる。 

   思うに，債務者は，本来，履行期までに一応の履行準備を済ませていなければならないのでか

ら，催告における「相当の期間」とは，債務者がすでに履行の準備の大部分を済ませていると仮

定して，その履行を完了するのに必要な期間であれば足りると解すべきである。そうすると，「９

月末日まで」の期間は，Ｃが延滞賃料の支払を完了するのには十分な期間といえ，相当な期間と

認められる。 

   従って，Ｃが，9 月末日までに，延滞賃料を支払っておらず，又，ＡがＣに対して，同年 10

月 1日付け，同月２日到達の書面をもって，本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしている

から，Ａの解除は，原則として，541条により有効である。 

3. さらに，Ｃとしては，541条の催告による解除の要件を満たしているとしても，賃貸借契約の

特殊性に鑑み，本問の事情の下では，賃貸人による解除は認められないと反論することが考えら

れる。そこで，賃貸借契約についても，541条による解除が常に認められるかが問題となる。 

思うに，賃貸借契約が当事者間の高度な人的信頼関係を基礎とする継続的法律関係であること

に鑑みるならば，賃借人に債務不履行があっても当事者間の信頼関係を破壊したと認めるに足ら

ない特段の事情がある場合には，解除権の行使は信義則(１条２項)に反し許されないと解すべき

である。一方，賃借人の義務違反の程度が著しく，信頼関係が完全に破壊されたと解される場合

には，もはや賃借人に催告しても無意味だから，賃貸人は催告なしに契約を解除できると解すべ

きである。 
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確かに，Ｃは，Ａから賃料を月額 15万円に値上げすることを要求された令和 14年９月分以降

の賃料を月額 12 万円の割合で数か月分ごとに供託している。しかし，Ａから相当期間を定めて

支払を催告された賃料は，合意した月額 12 万円の割合であり，又，Ｃはそれを４か月分も延滞

していたのだから，当事者間の信頼関係を破壊したと認めるに足らない特段の事情があるとまで

はいえないと考える。 

よって，Ｃの反論は認められず，Ａによる本件賃貸借契約の解除は有効である。 

なお，Ｃは，令和 16 年５月分から８月分までの賃料合計 48 万円を同年 11 月１日に供託して

いるから，この時点において，これらの延滞賃料債務は消滅する。しかし，これらの延滞賃料債

務の消滅は，有効に解除された後の事情であるから，解除の効果が影響を受けることはない。 

四．小問(2)②について 

  解除は，相手方に対する意思表示によってするものであり（540 条１項），又，意思表示は，そ

の通知が相手方に到達した時から効力を生ずる（97条１項）。 

そうすると，Ａが本件賃貸借契約を解除できる場合には，Ａによる解除の意思表示が，相手方で

あるＣに到達した時に効力を生じるから，解除する旨の意思表示を記載した書面がＣに到達した令

和 16年 10月２日に解除の効力が生じ，本件賃貸借契約は将来に向かって終了する（620条）。 

  よって，本件賃貸借契約は，令和 16年 10月２日の時点で解除されたこととなる。 
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Ⅰ 合格ライン 

 合格ラインは６割程度と予想される。 

 

Ⅱ 答練との対応関係 

  直前答練第２回 問題２
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【解答への道】 

1. 小問(1)①について 

  不動産の贈与契約が成立すると，受贈者は贈与者に対して，贈与契約に基づき，目的不動産の給

付を請求でき，その内容として，所有権移転登記手続を請求できる。従って，本件土地建物の所有

権移転登記手続請求の根拠となるのは，本件土地建物の贈与契約である。   

  そうすると，Ｂの請求が認められるか否かは，本件土地建物の贈与契約が有効に成立しているか

否かによる。 

ところで，贈与契約は諾成契約とされていることから，当事者間に贈与についての意思表示の合

致があれば贈与契約は成立する。そこで，問題文に記載された事実から，贈与についての意思表示

の合致があったといえるか否かについて検討することになる。 

2. 小問(1)②について 

  Ｂの請求の根拠が本件土地建物の贈与契約にあるから，Ａは，この贈与契約の効力を否定するこ

とができれば，Ｂの請求を拒むことができる。 

  そうすると，本件土地建物の贈与契約は，口頭でなされており，書面によらない贈与であるから，

Ａは，「履行の終わった部分」でなければ，解除することができる。そこで，本件土地建物につい

ての履行が終わっているか否かが問題となる。この論点については，知らない受験生がほとんどで

あったと思う。しかし，「履行の終わった部分」について贈与を解除することが制限されている趣

旨は分からなくても，問題文に，「本件土地建物に出入りする門と家の」「鍵も渡してくれなけれ

ば，登記も移転してくれない」との記載があることから，不動産については，「履行の終わった」

というには，引渡し又は登記の移転が必要と解されていることには気づけたのではなかろうか。 

3. 小問(2)①について 

本問は，賃料の支払遅滞を理由とする賃貸借契約の解除に関する問題であり，賃貸人Ａは賃借人

Ｃに対して，賃料の支払を催告した上で，解除の意思表示をしている。そこで，賃貸借における債

務不履行解除と 541条との関係，及び，信頼関係破壊の理論により 541条による解除権の行使を修

正すべきかが問題となる。 

そして，賃貸借における債務不履行解除にも 541条が適用されると解した場合には，賃貸人Ａは

賃借人Ｃに対して，催告期間経過後に解除の意思表示をしているが，その催告が，①Ｃが適法に供

託し，既に消滅している賃料を含む過大な賃料額の支払を請求したものであり，又，②令和 16 年

９月 21日付け，同月 22日到達の書面をもって，同年９月末日までに支払うべしと請求したもので

ある点において，541条の催告による解除の要件を満たしているかが問題となる。すなわち，①で

は，過大な金額を示してなされた催告が，541条の催告として有効かが問題となり，②では，本問

における催告が「相当の期間」を定めた催告と認められるかが問題となる。 

過大な金額を示してなされた催告の効力については，催告が債務者に最後の履行の機会を保障す

ることにあることに鑑みるならば，債務者が履行すべき債務の内容を把握できるのであれば催告と



この解答・解説の著作権はＴＡＣ（株）のものであり，無断転載・転用を禁じます 

して有効と解すべきであろう。そうであるならば，催告で示された金額が多少過大であっても，債

務の同一性が認められ，債権者の真意がその本来の給付の請求にあると判断できれば，その催告は，

本来の債務の範囲で有効となる。従って，本問における催告も，延滞賃料額の 48 万円の範囲で有

効である。 

又，「相当の期間」については，債務者がすでに履行の準備の大部分を済ませていると仮定して，

その履行を完了するのに必要な期間であれば足りると解すべきだから，本問の場合にも，「相当の

期間」を定めた催告といえよう。 

従って，Ａの解除は，541条の催告による解除の要件を満たしていると認定してよい。 

  しかし，賃貸借契約においては，541条の要件を満たしていると認められたとしても，常に解除

権を行使できるわけではない。すなわち，賃貸借契約の特殊性から，信頼関係破壊の理論により，

修正されると解すべきである。具体的には，当事者間の信頼関係を破壊したと認めるに足らない特

段の事情がある場合には，解除権の行使は許されないと解することになる。 

そこで，本問の場合にも，当事者間の信頼関係を破壊したと認めるに足らない特段の事情がある

か否かが問題となる。 

本問の作成にあたって，参考にしたと思われる昭和 39年 7月 28日の最高裁判決は，当事者間の

信頼関係を破壊したと認めるに足らない特段の事情を認めて，解除を否定している。確かに，同判

決の事案は，賃料の延滞，供託や催告の状況は，本問とほぼ同様である。しかし，賃借人が賃貸人

に対して，延滞賃料債務を超える必要費償還請求権を有していたことなど，本問と異なる点もある。

又，最近の裁判例では，賃料の延滞が３か月分以上の場合には，信頼関係を破壊したと認めるに足

らない特段の事情があるとはいえないとして，解除を認めていることが多い。そこで，これらの事

情を考慮して，解答例では，Ａの解除を有効としている。しかしながら，信頼関係を破壊したと認

めるに足らない特段の事情があるか否かの判断は，価値観の問題であるから，いずれの結論であっ

ても，得点に影響することはない。 

  さらに，解答例では，令和 16年 11月１日の供託による同年５月分から８月分の賃料債務の消滅

が，解除の効果に影響しないことについても言及している。しかし，一旦法律効果が発生すると，

その後の事情によって，その法律効果が影響を受けることがないのは当然であるから，これについ

て書いてなくても問題はない。 

4. 小問(2)②について 

 本問は，解除の効果がいつ生じるかを問うものである。 

 解除は，相手方に対する意思表示によってするものであり，意思表示は，その通知が相手方に到

達した時からその効力を生じる。そうすると，解除の相手方がＣであり，又，解除の通知が書面で

なされているから，解除することができる場合には，その書面がＣに到達した時である令和 16 年

10月２日に解除の効果が生じることになる。  

 


